
大和市告示第１９６号 

大和市飲用井戸衛生管理要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和７年１１月２０日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市飲用井戸衛生管理要綱の一部を改正する要綱 

大和市飲用井戸衛生管理要綱（平成２５年大和市告示第６４号）の一部を次のように改正する。 

第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条中「要綱は」の次に「、飲用井戸の衛生を確保する

ことを目的として」を加え、「定め、もって飲用井戸の衛生を確保することを目的」を「定めるも

の」に改める。 

第７条中「、次に掲げる事項に基づき」を削り、同条各号列記以外の部分中「図る」の次に「た

め、次に掲げる施策を行う」を加え、同条第１号中「設置者等へ」を削り、「活用するなど、市域

における」を「活用した」に改め、同条第２号中「第４条に規定する」を削り、「の遵守について

の啓発に努める」を「を遵守するよう協力を求める」に改める。 

別表清潔の保持の項「又は施錠等」を「、施錠その他」に改め、同表備考第２項中「トリクロロエチ

レン」の次に「、ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオク

タン酸（別名ＰＦＯＡ）」を加える。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


